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近財統一1第

平成27年2月

号
日

学校法人森友学園

理事長龍池康博．殿

近畿財務局長 冨永哲夫

未利用国有地等の処分等相手方の決定通知について

－平素よ-り-国有期産存j謝遙吾協誹ｦいた毎き厚<御礼申七だげまず猛

貴殿より公的取得等要望があった下記財産については、貴殿を売払いを前提とした貸付けを行

う処分等相手方として決定しましたので通知しますも

なお、情報提供の一環として貴殿が本財産の処分等相手方であることを当局ホームページにて

公表させていただきますのでご了承願います｡心

記

1 ．財産の所在等

数最（㎡）所在地 区分

豊中市野田町1501番。 土地● 8，770．434

2．処分等相手方

学校法人森友学園。

3．契約締結期限

本決定通知の日から起算して原則として2年以内を限度編‘：

担当

近畿財務局管財部統括国有財産管理官（lA

Tel : 06-6949-6386D

Fax:06-6949-6112c



(別添2）審査シート

①所在地 哩中市野I11町1501番・学校法人森友学園拳取得等要望肴番号
財産の

所在地等

| ③”’③数戯
10年間の事業用定期{淵hによる時価貸付

及び売買予約による時価売払●
②地目 8.770.43 !r6取得等方法 宅地要望罫受理日 1 125.9･2･

■

審査内容適否審査頃日

設立しようとする小学校（瑞穂の園記念小學院（仮称)）は、学校教育法に掲げられている義務教育の

目標を追求するため、外国語学習の一厨の充実による国際化へ対応、政府の教育再生実行会議等において

提言されている道徳教育の重視する教育方針を掲げているほか、幼少連携や将来的な中学校開設の構想も

含めて社会有為の人材育成を目指しており、私立小学校の特色が出されているものである。。

また、本財産の周辺は、大学、市立中学校など、多くの教育施設がある文教エリアであり、小学校の設

慨に適した環境にあることから、事業の必要性を否定する状況はなく、設置についての障害はない。．

(イ）事業の必要性 ○・

特になし。①地元住民からの施設設憧等要望①地元住民からの施設設憧等要望
寺●

公立小学校（豊中市立野田小学校）は木地の南東200mの方角に所在しているが、私立'j､学校は周辺に

は存在せず、豊中市北部に1校（豊I|!市宮山町にある箕面自1l1学園小学校）が存在するのみ字

小学校新設の認可官庁である大|堀阿の認識も、私立小学校はその小学校が有する教育の独自性があるた

め、近所の公立小学校との併存については問題ないとしている幻

②近隣地或における類似施設の整備及

UW11用状況 、

②近隣地或における類似施設の整備及

〔廃11用状況 、
○

●

森友学園が経営している既存幼稚園（塚本幼稚園）が大阪IIMEJI |区に所在しており、同幼稚園の卒業生

の進学先として新たに小学校を設掻しようとするもので、豊中市に所在する当該国有地が場所、規模的に

適地と判断したもの｡。

③当該国有地以外での施設確備用地の

有無

③当該国有地以外での施設確備用地の

有無 ○●

特になし｡。④各種政策上の要諦の状況④各種政策上の要諦の状況
●

森友学園は平成28年4月に小‘詞交を開校予定であり、校舎等建設に1年程膜の期間を要することから、

平成27年3月には工事着工する必要があるため、 2月中に貸付契約の締結を希望しているものも
(ロ）事業の緊急性 ○●

平成27fF2"末に10年間の事業用定期借地契約及び売買予約契約を締結する予定。
●

①取得-f定時期①取得-f定時期 ○
争
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撮終的に認可閲彦雌(ハ）事業の実現性

》画の蕊則生

②資金計画（予算措置等）の確実性

○

○

小学校新設に必要な大阪府の認可については平成26年12月18日の大隅向私立学揃会薗列会に
諮問され…議」となったが、平成27年1月27日の同会臨時会で条件付｢認可適当」の答申を得て

いる側添回答文書①｢小学校の設置について（答申)」参照)。附帯条件の内容は小学校建設に係る工

事請負契約の締結状況、寄付金の受入れ状況等を次回以降の同会定例会にて報告することとなっており、
大阪府においても状況を注視するとしているが、森友学園が認可申請したとおり事業を進めた場合、問題
なく認可されるものであり伏阪府は通常、校舎が完成した後の開校直前に認可を行う)、現時点で実現
性に乏しいとする整理はできないもの。

なお、私立学校審議会においては、底地について、当局が森友学園からの初期投資負担軽減の要請を受
けて､売払いを前提とした貸付け（10年間の事業用定期借地）を行う予定としている旨も含めて審議され

た結果、認可適当との答申を得たものである。

また､校舎等施設整備に必要となる豊中市の開発協議に関する各種手続きについても、問題なく進めら

れており、実現への支陶土見られない。

校舎建築等の初期費用については、自己資金に加えて寄付金で賄われることになっており、小口の寄付

金は順調に集まっている（平成27年1月15日時点で2,025万円)。大口の寄付金＠億円1名、7,0㈹万

円1名）についても寄付予定者からの寄付申込害が提出されており、受納する予定とされている。なお、

認可申請を審査する大阪府もこの資金計画を適切と認めて大阪府私立学校審議会で本件計画を諮問した

ものである。

(二）利用計画の妥当性

’

1

①設置施設の規模

餅U用見込

○

○

○

設置施設の規模は文部科学省の設置基準を満たすものであり、入学児童数の見込みも大阪府から認可申

請に添付した根拠資料が適切なものと審査されているため､禾睨計画の妥当性に特段問題があるとは認め
られなしも

必要な施設の規模については、 「大阪府私立小学校及び中学校の設置認可等に関する審査基準」第1の
6施設及び設備等（1）において、本基準で定める面積以上であることとされており、運助場及び校舎に

ついてその基準を満たす規模となっている。

初年度は児童数1年生2クラス80名、2年生2クラス50名の計130名であり、最終的には6学年おの

おの2クラスの計12クラス480名となる見込み｡なお､森友学園が平成26年7月に実施した在籍園児嫁

本幼稚園）及び豊中市内の幼稚園児保護者への小学校設立に関するアンケート調査の結果を踏まえ、児童
数見込みを算定している。
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作成要領

本表は受理した取得等要望書等に基づき、次により1件ごとに月I廃として作成する。

1 「審査項目j欄は、各項目について、本省通達記の第3の4(2)ロに掲げる内容の審査を行い、次により記載する。

（1） 「適否j欄は審査した結果、適当と認められる場合は「○」を、不適当な場合は「×」を、判断できない場合は「－」を記載する。

（2） 「審査内容｣柵は、 「○｣、 「×」又は「一」と判定するに至った理由を具体的に記載する。

（3） 「地元住民からの施設設置等要望」については､要望書の記載内容から要望の有無を判断するものとする。また､要望と当該施設の内容が一致しているか否かも

併せて確認するものとする。

③地方公共団体からの意見

（※）地公体以外の要望者のみ

地域の整備計画等に係る地方公共団体の意見

(※）都市部所在一定規模以上の財産のみ
○

大胴荷は別添掴答文細（平成25年7月1日付財活第1269-2号）のとおり、意見なし。
豊中市は、別添回答文書③（平成25年7月24日付豊資土第253罰のとおり、豊中市として具体的意
見はないが､既に定められている各種法令等の制限〈上壌汚染対策法に定める形質変更時要届出区域の指

定等）に留意してもらいたい旨の回答があった。森友学園は本地の小学校建設に関して豊中市条例等で定
める各種協議を豊中市の指導に基づき適切に進めているため、豊中市との関係において特に問題が生じる

内容はなしら

船
航

小学校設置に必要となる大阪府知事の認可については、大阪府私立学校審議会において、条件付ながらも聰可適当」との答申を得ており、付された条件

については大阪府が次回以降の同会定例会（3月、 7月、 12月）において森友学園に報告を求めて進捗状況を確認するものとされている。最終的な認可は開
校直前となるが、認可申請書のとおり開校準備力堪えば、大I坂府の認可が得られるものであるため、事業の実現性は見込まれる。

本件取得要望については平成25年9月に取得要望書が提出されたが､森友学園より初期投資負担軽減から8年間程度の貸付けを受けた後に買受けたいと

の要請を受けて、大阪航空局も当面の間、貸付けても問題ないとの意向であったため、財務本省と相談した結果、売払いを前提とした貸付けによる処理方法
を検討することとし、 10年間の事業用定期借地契約と売買予約契約による処理を行うこととしたものである倫考参照）

上記のことから、学校法人森友学園を処分相手方として決定することは適当と取扱うものである。

⑥

備考

処分方法は「10年間の事業用定期借地による時価貸付及び売買予約による時価売払」であり、売払時期については貸付契約後8年後を目途としている。森
友学園に将来確実に本地を賦入させるため①期間満了後は更地逓愛する必要がある定期借地契約を締結し、 ′1,報経営を紺続するためには契約満了までに

必す職入する必要があるものとし､②売買予約契約の締結により、貸付期間中でも森友学園による予約諦権行使によりいつでも土地を購入できることとし、
貸付期間内に購入できなかった場合の違約金条項を盛り込むこと等の措置を講じて、購入の確実性を担保することとした。

また､貸付期間中は､毎期､決算書等による経営状況を把握し売買代金の積み立て状況の説明を求めるとともに､相続税路線価に基づく評価額などを示し、

購入時期について協議するものとし（別途「確認書」の締結)、状況に応じて資金の外部調達を促すことで、早期購入が可能となるような措匿も講じている。
なお､売払いを前提とした貸付けについては現行通達では期間3年間までについて規定されているものであり、今回は期間10年間の貸付けを行うものであ
るため、貸付通達第1節の第11の1 「この要領により処狸することが適当でないと認められる場合」に基づき財務本省理財局長承認を得た上で処理するもの
である。
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(4) 「近隣地域における類似施設の整備及〔豚1用北ﾝ‘｣については､周辺における類似施設の有無とそめ利用状況等から､当該国有地に施設を設置する必要性の有無
を判断するものとする。

(5) 「当該国有地以外での施設整備用地の有無｣については､周辺における要望者の土地所有状況とその立地･規模等を勘案して、当該施設の整備用地の有無を判断

するものとする。

(6) 「各種政策上の要請の状況」については、各種政策上の要請から事業の必要性を判断するものとする。

(7) 「事業の緊急性」については、当該事業や施設が必要となった経緯、取得予定時期等を勘案して当該事業の緊急性の有無を判断するものとする。

(8) 「事業計画の実測生｣については､利用用途に応じた事業スケジュールの有無や､法令上必要となる許認可の有無と許認可に必要な条件､当該事業に必要となる

他の用地取得の状況などを勘案して実現性の有無を判断するものとする。

(9) 「資金計画(予算措圃の確実性jについては、予算措置の状況(見込み）について、国有地の取得費用以外の施設整備費用などの見積りの有無･妥当性､交付

金･補助金等の申請状況や財政側務）状況、起債･借入れの見込みなどを勘案して実現性を判断するものとする。

(10） 「設置施設の規関については、当該施設の規模を決定した理由や建ぺい率・容積率など建築基準法等の法令を勘案した施設規模の妥当性について判断するも

のとする。

(11) 卿用見込」については、当該事業又は施設に係る利用見込及びその算出根拠等の妥当性について判断するものとする。

「蝿坊公共団体からの意見」については、地方公共団体より意見の提出があった場合、利用計画が当該意見に沿った内容か否かを判断するものとする。

「総合意励欄は、上記審査に基づく総合意見を記載する。

備考｣欄は、その他参考となる事項を記載する。なお、処分予定時期までの一時貸付又は管理委託に係る意向について記載する。

２
３
４


